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資料４ 
 

第９回 競争的資金制度改革プロジェクト議事要旨（案） 

 

１．日 時：１５年１月３１日（金）１６：００～１８：０７ 

２．場 所：中央合同庁舎第４号館４階共用第４特別会議室 

３．出席者：細田博之科学技術政策担当大臣 

【委員】井村裕夫座長、大山昌伸議員、黒田玲子議員、青木昌彦委員、石坂公成委員、 

大石道夫委員、沖村憲樹委員、小野田武委員、黒川清委員、豊島久真男委員 

【招聘者】伊藤裕子科学技術政策研究所主任研究官 

【事務局】大熊政策統括官、永松審議官、和田審議官、木村参事官、佐藤企画官 

４．議題 

 （１）プログラムオフィサー及びプログラムディレクターによるマネジメント（具体像）について 

 （２）日米若手研究者向け競争的研究資金制度について 

 （３）研究者の給与の在り方について 

 （４）間接経費等について 

 （５）その他 

５．議事要旨 

 

○井村座長 

ただいまから第９回総合科学技術会議競争的資金制度改革プロジェクトを開催いたします。本日は、前回

からの継続課題として、プログラムオフィサー、プログラムディレクターの問題について、まずご議論をい

ただきたいと思います。それから、若手研究者の問題についてもご意見をいただきたいと思っております。

その後、以前から予定しておりました、研究者の給与のあり方、あるいは間接経費についてご討議をいただ

く予定です。なお、阿部委員、青木委員が約１時間おくれておいでになります。安西、江崎、加藤、岸本、

牧野委員はご欠席でございます。それでは、事務局のほうから資料の確認をお願いします。 

 

（事務局より配布資料確認） 

 

○井村座長 

それでは議題に入らせていただきます。その前に、今週、総合科学技術会議の本会議で、競争的資金の現

状を説明し、その評価を行なう予定であること、システム改革に取り組んでいることを申し上げました。そ

の際に総務大臣から、７省でどうして競争的資金が２６制度もあるのかという質問を受けました。これはい

ろんな経緯がありますが、一つには、省の合併があり、それぞれが持ってきた競争的資金がそのままである

という面もあるわけです。財務大臣からは、現下の厳しい財政状況で倍増は無理なので、もっといろんなこ

とを考えろということもございました。しかし、競争的資金に関心を持っていただいたのは非常によかった

と思っております。というわけで、これから競争的資金をできるだけ改善して、いいものにしていく必要が

あろうかと思っておりますので、これからも、ご審議をよろしくお願いしたいと思います。細田大臣がお見
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えになりましたので、早速ですが、ごあいさつをお願いしたいと思います。 

 

○細田大臣 

本プロジェクトでは、競争的研究資金の制度改革についてご検討いただいておりますが、今週の２８日の

総合科学技術会議で競争的研究資金制度の評価を実施することが正式に決められました。これは競争的資金

の倍増をめざしていくに当たりまして、制度改革の推進と合わせて、主要な制度の成果等の評価を、総合科

学技術会議として行ない、国民の皆様に、競争的研究資金の重要性、有効性等を説明し、また、評価結果

を、１６年度予算案の編成等に反映させようとするものであります。従いまして、春先までの間にいろいろ

な交通整理をして、その後、再来年度になりますが、予算要求に結びつけていかなければならないというこ

とでございます。評価は評価専門調査会において実施していただくことになりますが、本プロジェクトにお

ける制度改革の検討と相まって、よりよい制度が構築されるよう期待しているわけでございます。 

本日は、競争的資金制度で中核的な役割が期待されるプログラムオフィサー、プログラムディレクターの

具体像と合わせて、国立大学の独法化後の研究者にかかる人事システム等についてご議論いただく予定です

が、ぜひ、若手研究者が自立して活躍できる環境づくりという観点から、活発なご議論をお願いしたいと思

っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○井村座長 

ありがとうございました。それでは早速、プログラムオフィサー及びプログラムディレクターによるマネ

ージメントの問題についてご意見を伺いたいと思います。前回少しご意見を伺いました中で、現在予定され

ているオフィサー、ディレクターの配置計画では、期待される責任は果たせないのではないかというご疑問

もありました。また、制度ごとに、その役割、責任等は相当に異なるので、詳細なマネージメントの関係

は、それぞれの制度に任すべきではないかというご意見もありました。さらに、オフィサー、ディレクター

は、それぞれの制度において戦略設計を担うべきであるというご意見もあったと思っております。 

確かに役割の詳細なところは制度ごとに考えるべきであろうと思います。また、現在の計画では、アメリ

カのプログラムオフィサー、プログラムディレクターと比べますと、人数もはるかに少なくて、実際上なか

なかむずかしいという問題もあろうと思います。しかし、これは第一歩でありまして、第一歩をきちんとス

タートさせることができれば、今後ふやしていって、欧米のファンディングエージェンシーのプログラムデ

ィレクターあるいはプログラムオフィサーの役割を果たすようにできるのではないかと考えております。せ

っかくスタートするわけですから、単に名前だけの存在になってしまったのでは、今後の発展がありません

ので、ぜひ、どういった役割を果たすべきか、どういう人材が適切であるか、ご意見を伺いたいと思いま

す。では、論点の整理について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局より資料１、参考資料１、２について説明） 

 

○井村座長 

 ありがとうございました。前回に引き続いて、いろいろご意見を賜りたいと思います。残念ながら、現時

点では、まだ専任がきわめて少ないという状況で、兼任が多いわけですけれども、とりあえず一歩を踏み出

したわけですので、こういう方がどういう仕事をするのか、どのくらいの権限を持つのかということをご議



 3 

論いただければありがたいと思います。 

 

○この前もそういう話が出たんですが、プロジェクトによって、プログラムディレクターの役割はずいぶん

違うんじゃなかろうかと思います。前に、ＮＩＨではどうなっているかということが出てまいりましたが、

それはＲ０１のことなんですね。研究者がアプライしてきたものをセレクトするということに関しては、そ

の表にもございましたように、ディビジョン・オブ・リサーチグラントというのが主な役割をしていて、プ

ログラムディレクターたちは、そのインフォメーションを使って自分のプログラム内での順位を決めるので

すけれども、ＮＩＨでもＲ０１だけじゃなくて、例えばセンターグラントとか、プログラムプロジェクトグ

ラントとか、そういうものはプログラムディレクター、プログラムオフィサーが考えて出てくるプロジェク

トですね。つまり、日本みたいに、上から来ているプロジェクトというのがあるわけです。そういうものに

ついては、プログラムディレクターにはっきりした考えがございます。ＮＩＨの一般的な場合でいいますと、

各研究機関に幾つか専門が分かれております。例えばＮＩＡＩＤの例で申しますと、大体三つに分かれてい

て、それぞれにプログラムディレクターがいるわけですが、それぞれのプログラムディレクターはコミッテ

ィーを持っております。そのコミッティのメンバーは、大体スタディセクションをやった経験のある人たち

です。そういう人たちの中から、プログラムディレクターが選んだ人たちなんですが、要するにＮＩＨのほ

うから出しているようなプロジェクトですと、そういうコミッティにかけるわけです。ＮＩＡＩＤでは、免

疫関係とインフェクシャスディジーズとは別のコミッティですし、エイズが第三のコミッティです。メンバ

ーはそのときそのときに集めるんじゃなくて、コンスタントに４年の契約でコミッティメンバーになってお

ります。アプリケーションが来るわけですから、それをエバリュエートする。コミッティではスタディセク

ションと同じようなことをして、順位はつけていくわけですが、この場合には、プログラムディレクターは

かなりの意図を持って、こういうことで選びたいんだとはっきり申しますし、実際問題アプリケーションが

来たときに、幾つかのプロジェクトが集まって一つのセンターをつくります。一つがあまりよくないという

ような場合に、では、これをはじいて、六つのプロジェクトだけど、五つにして、いい点をつけてこいつを

通そうとか、そういうことは、もちろん委員会には諮っておりますけれども、考え方は、ディレクターのほ

うから出てきているわけです。そういう意味では、Ｒ０１の場合とはだいぶ違った権限を、同じＮＩＨの中

でも持っているわけです。従って、プロジェクトによって、プログラムディレクターの役割はかなり違って

くるべきではなかろうかと考えております。 

 

○井村座長 

ありがとうございました。ことしの予算を見ても、一つはいわゆる競争的資金、とくに科研費ですね。こ

れはＲ０１にある程度コンパラブルだと思いますが、そういうものと、もう一つ、プロジェクト型の研究も

つけているわけですね。例えばタンパク３０００をどうするのかとか、両者はちょっと違った形になるんじ

ゃないかと思っています。それで、そういったプロジェクト型につきましては、一定の選考の方法も基準も

まだないんです。だから、文部科学省なり、そのほかの省がそれぞれに適当に仕組みをつくって選んでくる

わけですが、それがどこまでキチッと評価を受けているのか、そのへんはかなりまだ問題があり、これにつ

いても改善が求められているんじゃないかと思います。従って、いまおっしゃったように、プログラムディ

レクターがついたとして、これが競争的資金全体を統括して、分野間の配分が適切かどうか、そういうこと

を見ていくのか、それともプロジェクト型の研究のあり方についても関係するのか、そのへんはまたご議論
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をいただいた上で整理しないといけないと思っております。競争的資金も、省によって少しずつ違いますの

で、そのへんで、ディレクターの役割もかなり違ってくる可能性はありますが、いずれにしても、何らかの

ごく大まかな基本だけつくっておかないと、全く看板だけになってしまっては困りますので、できるだけご

意見をいただきたいと思います。 

 

○いまのことと関係するんですけど、やはり日本はプロジェクト型が非常に多いんですね。特に大きなお金

で。アメリカはたしかＰＴＧとかいうんですね。それはまだあることはあると。私は最近はよく知りません

けど、それほど大きなあれじゃない。日本は全く、おのおのの、はっきり言えば、省庁が持って、何かのプ

ロジェクトをやるという形で、ミレニアムも、その一つの形だと思いますけどね。そのへんをまずキチッと

仕切って、どういう割合でやるのかということからやりませんと、なかなか収拾がつかなくなってくるんじ

ゃないかという気がいたします。 

 

○井村座長 

おっしゃるとおり、そこは非常に大きな問題ですが、このプロジェクトの枠を少し超えてしまうところが

あるので、もう少し上の、システム改革専門調査会かどこかで議論をしていただこうと思っています。ちな

みに、今年の新しい予算で見ますと、競争的資金、各省全部合わせて３，４００億ぐらいですか、経済活性

化プロジェクトは、新規分だけですと１，４００億ぐらいで、それは補正も入れてですから、そんなに大き

くはない。ただ、続いているのがありまして、そこはまだ十分に解析しておりません。そのへんも解析して

いかないといけないと思いますが、特に宇宙とか、一たんスタートすると、途中ではなかなか切れない。１

０年、２０年続きますから。そういうものがかなりあると思いますが、新規分がそのぐらいです。 

 

○この一連の議論の背景には、アメリカの競争的資金の、比較的うまく回っているのではないかと言われて

いるシステムのいろんな影響を受けているわけですね。話を伺いながら、省庁による競争的資金の性格の違

い等も考えながら、統一的にオフィサーやディレクターの役割をルール化するのはむずかしいなとは思って

はいるんですけれども、やはりこの問題も、井村先生からご指摘ありましたように、ステップワイズにやっ

ていかないとなかなか根づくことができない。少なくとも相当のボリュームを持って、ある形もできている

という点で言えば、とりあえずの一つのスタンダードは、科研費と学振、ＪＳＴそこらへんの、一つひとつ

の金額はそう大したことはなくても、アプライの数も、ボリュームも大きい。ただし、そこでの審査という

のに、ある意味では知恵をたくさん要する、そういうところに適合する形を一つしっかりつくるのが適切で

はないかと思います。各省庁の場合は、逆に言うと、アメリカとの差が大きいですね、実際にいいますと。

産業界の巻き込まれ方も全然違いますし、そういう点でいいますと、プログラムの特徴に合わせた役割のオ

フィサー、ディレクターみたいなものが基本的に必要で、それについて制度設計を、それぞれむしろプログ

ラムに合わせて一度考えていただいて、それをディスカッションしたほうが現実的なのかなと、個人的に、

そんな気持ちを持っています。 

 

○資料１の、「プログラムオフィサーに最低限付与される役割」というのを見させていただきまして、基本

的には、この表に書いてある役割というのは必要だろうと思います。それを、どういうプログラムに、どう

いう形でアプライするかというところが一番のポイントになるんじゃないか。いま言われたように、各省庁
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ごとのプロジェクト研究、あるいは文科省の場合のような基盤的な研究、それに、これをどういう形でアプ

ライしていけばいいかというのがかなり大きなポイントになるかと思います。もう一つは、文部科学省以外

の各省庁の場合、よりミッションオリエンテッドが強くなると思いますので、その場合に、特にディレクタ

ーの役割というのがかなり大きくなるんじゃないかなと。あるいは、もう少しうまくそれを調整しないと、

オーバーラップが大きすぎたり、あるいはばらけてしまったりということがあるんじゃないかなという気が

しますけれども。 

 

○井村座長 

ありがとうございます。先週でしたか、四国の、ある国立大学の前教授の裁判がありました。この人は、

科研費以外のものですが、ある省のお金をもらって、それが１２月か１月に来たんだそうです。それを３月

を超えて残して、お金を蓄えたわけですね。それが問題になって詐欺罪に問われまして、有罪になりまし

た。そのとき、新聞社が私にコメントを求めてきたんですが、いくつか新聞社の意見がありました。一つ

は、どうして１２月や１月に配分するのかという問題。３月までが会計年度ですから、それはおかしいわけ

ですが、現にそういうことがなされている。２番目は、その研究に必要な額よりもたくさんのお金が出てい

るんじゃないか、だれが適切な研究費の査定をするのかということです。これについては、内容を知らない

のでコメントができないということを言いましたが、そういったことが問題となっています。昨年から、ご

承知のように、東京でもそういうことが問題になっていて、大学が調査をして、きょう発表したということ

です。ほかの国立大学でも問題が起こっています。そういうことから考えると、本当はファンディングエー

ジェンシーをキチッとつくって、そこが責任を持つと、配分が１２月とか１月になるというようなことはな

いんだろうと思うんですが、省の中の各課がやっているものですから、どうしても仕事に追われて遅くなる

ということもあると思います。お金も、研究によって、非常にたくさん要るのと要らないのとありますか

ら、そういうことの判断も十分にやってないのではないかということが問題とされています。この裁判、執

行猶予つきの有罪判決が出ましたから、研究者にとっては深刻な問題ではないかと思っております。細田大

臣のご努力で、一応繰越明許という繰越の可能性のあるお金に指定されることになりましたが、実際、どの

程度の範囲にできるか、これからの問題と思います。そういうことも含めて、競争的資金制度を改革してい

きませんと、今のままではなかなかふやすことがむずかしい状況になっていると思います。 

 

○基本的に、こういうのはサイエンティストというか、サイエンスのバックグラウンドのある人が行政機関

にいるというのはいいことだと思いますが、日本のような、いままでの雇用関係からいうと、３０の後半か

ら４０の前半の人がいたときに、国立大学の先生だったらいいけれども、私立の人が行くとなると、退職金

をもらって、ずっと、その後、公務員になるのか、そのへんをどう考えているのか。つまり流動性がないの

は、雇用の問題があるので、そのへんどうするのかなという、わざわざ行く人は、どんな人が行くのという

ことを考えてしまいますが、どうでしょうか。 

 

○井村座長 

そのへんは、これからいろいろ考えなければいけないと思いますが、ある意味では私学のほうが融通のき

く面もあるわけですね。だから、例えば２年なら２年間はこちらに来てもらって、また帰れるような仕組み

を、大学の中で考えていただくということが、大学によっては可能だと思っております。大学が理解しても
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らわないといけないと思うんです。国立の場合も、大学の理解が得られませんと、例えば週に二日来てくれ

といっても、なかなか大変な負担になりますから、大学自身も、こういう制度に理解を持ってもらって、制

度をよくしていくためにということで、協力を依頼しないといけないんじゃないかと思います。 

 

○私の言っている意味は、雇用の形態が変わっていくだろうと思うんですね。大きな退職金ということでな

ければ、年金のポータビリティその他の問題を整備しないと動けないというのが一つと、国立の先生でも、

４０ぐらいになって、２～３年出向というのは、研究者としてはかなり致命的かもしれないので、そういう

ところが、向こうのプログラムオフィサーなんか、いまでも仲よくしている人たちがいますが、新しいキャ

リアということで、研究者とＮＩＨの間をスムーズにやってくれるという役割に徹しているので非常にやり

やすい。しかし、日本のような非常にヒエラルキーの世界だと、行ったというのは、研究者としては二流だ

からだめだったのかなというふうになると非常にマイナスなので、みんな行きたがらないと思うんですね。

特に脂が乗っているときにそんなことするわけないので、そのへんをどうするかは、結構むずかしい、悩ま

しい問題じゃないかと思います。 

 

○この制度の目的は、いまの競争的資金の中に、より学問的な見地から厳しい評価をして、しかも、フォロ

ーも最後までやっていくということだと思うんですが、私どもはそういう趣旨から、むしろいままで外部の

先生方にお知恵をおかりして、そういうことをやってきたわけですが、来年度から定員もとれまして、いま

ずっとヒアリングをやって、お願いして回っているんですが、おっしゃったようになかなか専任で来てくれ

るという人は非常に少のうございまして、これをどういう構成でやっていこうか、非常に悩ましいところが

あります。ですから、お願いは、前回と同じことですが、やはり日本的な風土の中で、こういう考え方をど

う定着していくかが非常に重要なので、そこはフレキシブルに考えていただいて、目的が達成できれば、ア

メリカの制度をそのまま持ってこなくたって、いろんなやり方があると思うので、そこはそんなことで、ぜ

ひご議論いただきたいなと思います。 

 

○たしかＮＳＦなんかの場合には出向ということがございますよね。ですけど、ＮＩＨは出向ではございま

せん。実際問題、ＮＩＨの中のディパートメントヘッドになるような人はプログラムディレクターにはなら

ないわけです。大体セクションチーフぐらいのところで、だれかがディパートメントヘッドになっちゃって、

その人は、そこにいたってならないだろうと思われる人です。さっき、二流じゃないかと言われましたけれ

ども、そういう意味から言ったら、サイエンティストとしての業績から言ったら二流かもしれないです。で

も、決して三流じゃなくて、結構よくできる人たちが、パーマネントにプログラムディレクターの職につい

てくれないと、本当にはうまくいかないんじゃないかと思うんです。やっぱり私は、プログラムディレクタ

ーというのはパーマネントジョブじゃないといけないんじゃないかと思います。もう一つは、そういう人た

ちは、先ほど申し上げましたが、自分のコミッティを持っているわけです。ですから、個人の意見で決めて

いるわけではなくて、かなりの学者たちを自分のところで持っていて、コンセンサスとして決めていく。だ

からパワフルになるんだと思うんです。いまのところは数が非常に少ないわけですから、一人だけで権限を

持たせるということになると、とんでもないことが起こる可能性もあるだろうと思います。 

 

○井村座長 
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おっしゃるとおり、そういう心配もありますね。だから、コミッティをつくって、コミッティが支えると

いうことは、大変重要だと思います。いま学問分野がものすごく広がっていますから、一人の人で、すべて

わかる人というのはあり得ないわけですから、そのことは、この中にも書き込めるようにしていきたいと思

います。確かに現時点で直ちにいい人が得られるかどうか、私も非常に心配しておりますが、場合によって

は国立大学協会とか、あるいは主要な大学の学長会議なんかに要望をして、理解をしていただくということ

が必要ではないかと思います。ＮＳＦは、４０％ぐらいが大学から出向でしたね。かなり厳しい条件で、月

曜から木曜までＮＳＦにいるんです。金土と帰って研究ができる。しかし、かなりのレベルの人が来て、帰

ってからディーンになったり、プロボストになる人が非常に多いと言われました。だから、そういう形に日

本もなってくるといいと思うんですが、いま言われたように、そう簡単になるとは思えないんですけど、た

だ、日本の大学も独立行政法人になって、大学のマネージメントは大変重要な課題になってきていますし、

マネージメントの専門家を、いろんな面で養成していくことは大学にも必要だろう。こういうファンディン

グのところにも必要だろうし、いろんなところにサイエンス・テクノロジーのマネージメントのできる人が

必要になってきていると思うんですね。 

 

○そういう意味では、日本では、いままで年功序列の終身雇用できているので、教授になる、教授の中から

学部長が選ばれる、学部長の中から学長が選ばれるというヒエラルキーになっているわけなので、例えば私

がＵＣＬＡにいたときの学長なんて、一番トップですけど、３９歳ぐらいでなっているわけですから、役割

が全く違うわけですよね。トップの仕事は研究なのか、アドミニストレーションなのかというのがはっきり

わかっていて、ヒエラルキーじゃないので、日本はどうしてもヒエラルキーがあるとむずかしい。だから、

そういうところに行くのは、アドミニストレーターとしての腕を磨いていこうというわけですから、帰れば、

次はディーンになるというのは、当然、キャンディデートとしては適切なわけだけど、日本では、教授会の

中から選んで学部長を選ぶということをやっている限りは人気投票ですものね。文部省の言うことを聞いて

いれば、よしよしという話だったから、価値観がちょっと違うわけなので、そうなるのにはむずかしいかな

という気がしますので、さっきおっしゃったように、少しパートでそういう話がどんどん進んでいけば非常

によくなるかなと思います。 

 

○手短に、私の先ほどの発言をちょっとだけ補強したいと思います。と申しますのは、きょう、牧野委員が

いらっしゃらないんですね。一つの対極をなすようなＮＥＤＯなんかの競争的資金の実態として、さまざま

なテーマがうまくいかなくなる大部分は、実はマーケットサイド、ビジネスサイドの判断力、あるいは進捗

度にかかるわけですね。結局、ＮＥＤＯなんかの多くの競争的資金が精度を上げるためには、そこへのサポ

ートが強力に必要なわけですね。そうすると、オフィサーやディレクターに求められる素養というのも全く

異にするというつらさが一つあるのかなと。それから、ややアカデミックサイドのほうは、再三お話があり

ますように、アカデミックソサエティなり何なりのバックアップ体制というのは日本といえども、それなり

につくりようはあるわけですね。それに比べると、出口サイドはほとんどそれができない。一匹狼的になら

ざるを得ない。ここをどうするかというのは、構造的に大きな問題がありそうなので、また、いろいろな別

な工夫がいるのかなと思っております。 

 

○井村座長 
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おっしゃるとおりだと思います。われわれも、ＮＥＤＯのさまざまな研究費を、まだほとんど見ていない

んです。若手の研究者の研究費だけが競争的資金として出てきておりますので、いまのところ、それしか見

ておりませんが、もう少し、ほかのタイプのものも見ていかないといけない。大学の先生方にはかなり厳し

い批判があります。そういうところのプログラムディレクターというのは、かなり違った役割を演じないと

いけないというのは、おっしゃるとおりではないかと思っています。 

 

○最近、研究資金や何か、国で出ているのはいいんですけど、ドクターがふえる、ポスドクもふえる、ポス

ドクをやって、終わって２～３年して、日本みたいな社会でその人たちのマーケットは一体どこにあるんだ

ろうか。アメリカ等ではポスドクでなるべく学ばせて、他流試合をして、非常によくなって、アシスタント

プロフェッサーになって、大体５年から７年でテニュアがとれるかどうかで勝負をするわけですよね。だめ

だったら、日本はどこに行くかというと、行くところがないから大学にへばりついているわけですよね。と

ころが、向こうの場合は、そういう人たちがいろんなマーケットがあるんだけど、日本では、ドクターを終

わってポスドクを終わった人を企業はとるでしょうか。とらないとすると、その人たちの行くところがない

んじゃないかってなっちゃうと情けないなという気がするんですけどね。企業はポスドクをやった人をとり

たいですかね。 

 

○大変厳しいご質問ですけど、正直いいまして日本のポスドクの現状、質的な面も含めて必ずしも企業のニ

ーズと一致していない。そういう現況にあり、まだ手放しでこれを吸収し、人材流動化の一翼を担うという

状況にはないと考えています。 

 

○そうなると、やっぱり企業の好みとして、自分たちの言うことをよく聞く人が好きだななということにな

ってるわけで、７～８年前も、日立はドクターをとった人が一番たくさんいるんだけど、使い物にならない

なんて、社長がおっしゃっていたけど、ポスドクもやったら、ますます雇うところがないんじゃないかとい

うことをちょっと気にはしているんですけど。 

 

○お答えの視点がちょっと別にとられたと思うんですが、一番重要なのはクオリティで、ドクター以降にな

りますと、即戦力化という期待が非常に高まります。単なる研究の専門性のみならず、社会全体に対する影

響力といったものも、企業としては戦力化の評価基準になりますので、そういう基準で、まだ十分なコンセ

ンサスにはなってないとお答えしたわけです。 

 

○井村座長 

企業も、いままでのように、自前で何もかもやるという時代じゃないと思うんです。だから、いままでは

大抵、マスターでとったわけですね。マスターでとって、中で１０年ぐらいかけて育てるという時間的な余

裕はだんだんなくなってくるんじゃないか。分野もどんどん変わりますしね。そういう意味で、もちろん大

学の研究も変えていかないといけないんですが、企業の環境も変わりつつあるのではないだろうかと思って

おります。しかし、もちろん横への流動性がないとやはり困るわけで、それは今後、社会全体として高めて

いくことが重要だと思います。あらゆる社会のセクターで流動性が高まるということが、日本を活性化する

非常に重要な要素になるだろうと思うんですね。 
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○私も、企業のコンサルテーションをしたことがございますが、日本の場合はどういうわけか、大学を出て

すぐに入ってくる人たちは結構多いわけですね。そういう人たちは、テクノロジーとしてはちゃんとしてい

るんですが、研究者として見た場合、やっぱりレベルが違うわけです。ですから、非常に無駄なことが多い

ものですから、こんなことをしてたんじゃ無駄でしょうがないということを、上のほうの人たちには言った

んですが、いままでの習慣でそうなっていると言っておられましたけれども、だんだんに、競争しようと思

ったら変わってくるんじゃないかと思っております。 

 

○井村座長 

ありがとうございました。もうちょっと議論したいところですが、ほかの課題もございますので、いまい

ただいたのをできるだけ参考にしながら、ある程度骨太な案をつくっていく。あとは、それぞれの制度にお

いて工夫をしていただくという形にしていきたいと思います。 

では、議題の２番目は、「若手研究者向けの競争的資金制度について」であります。若手の話については、

データベースによる分析やポストドクについて議論をしていただきましたが、科学技術政策研究所の伊藤主

任研究官が、日米制度の比較分析を通じて、わが国の研究者の給与のあり方、エフォート管理やキャリアパ

スとしてのテニュア制度導入、制度改革について提言をしておられますので、このプロジェクトの目的とも

非常に関係が深いものですから、本日来ていただきました。資料２は発表の内容ですが、これは一般公開し

ないものであるということをご承知おきいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。 

 

（伊藤主任研究官より資料２について説明） 

 

○井村座長 

 ありがとうございました。若手研究者のことを、ここで議論したときに、若手については、年齢と、イン

ディペンデント・インベスティゲーターは違うという意見がかなり出ていたわけですが、今日ははそのこと

も含めて、そして最後には、エフォート管理を含めたグラントと給与の一体化とテニュア制の導入という、

日本をどうしたらいいかという提言もしていただいたわけですが、いかがでしょうか。 

 

○大変よくお調べになったと思って、感心しました。細かいことかもしれませんが、一つのプリンシプルと

して、Ｋ‐Awards というのを言われましたが、これは、彼らの考え方からすると、一つのカテゴリーに属し

ていないと思うんですね。Ｋ０１とか、こういうものというのはまさにフェローシップなわけです。ですか

ら、ちゃんとしたボスが、この人はどうしても取りたいという、日本でいうポストドクトラルーフェローの

フェローシップですね。それに対して、Ｋ０５とかＫ２２とか、こういうものは、エリートを育てるための

もので、こういうものをもらうためには、必ずＲ０１を取っていなければなりません。ですから、Ｋ‐

Awards というのは、プロフェッショナルのサイエンティストにしてみますと、Ｒ０１をすでに何年間か取っ

ていて、そういう人たちが、特に優秀だからというのでもらうものです。これをもらうようになりますと、

かなり保障されているわけですね。この人は将来、偉くなるだろうと。ですから、これはエリートコースの

一つのものとして、日本で、例えば若手研究者に対してお金を出そうというのとはアイデアがちょっと違う

と思います。日本で出そうというのは、一般の研究費と同列に取り扱わないで、少しやさしくしてやろうと
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いう考えがあるわけでしょうけれども、ここで言っておりますのはかえってむずかしいんですね。これを取

れたら大変なものなんですね。そういうものですので、いろいろミックスして彼らは考えているということ

を申し上げておきたいと思います。 

 

○Ｋ Awards に関してですが、カテゴリーとしてはトレーニンググラントという形に入っていまして、この

中には、ポスドク向けでは、フェローシップという形で、Ｆというカテゴリーのものがあります。おっしゃ

るとおり、Ｋ０２に関してはなかなかむずかしいのですが、Ｋグラント全体の採択率を見ますと、Ｒ０１が

約３０％の採択率ですが、それよりも非常にやさしくなっていまして、採択率としては４０から６０％、物

によって８０％ぐらいのものもあるということを補足として申します。 

 

○フェローシップみたいなやつは採択率が非常に高いんですね。それに対して、キャリアデベロップメント

というやつは非常に低いわけです。よほど自信がない限りはみんな出しませんので、Ｒ０１を出すのとはち

ょっと違った意味の採択率になると思います。 

 

○少し時代が変わっているのかもしれないけど、Ｋ０２とかＫ０５とか、こういうのはかなりディスティン

ギストのサイエンティストがもらえるので、よっぽど自信がないと、そう簡単には出してこないと思います。

それから、そういうのを持っているということがまたプレステージになるわけです。何でそんなことを出さ

なきゃならないかというと、自分の給料を常にいろんなところから集めてこないと、大学は、テニュアだか

らといってお金をくれるわけじゃないですよね。例えばPh.Dの場合、私はＭＤでライセンスもあったから、

別のインカムがある程度病院でプラクティスしてますからありますけど、そうじゃないPh.Dの人は、Ｒ０１

にしても二つ持ってないと、給料の出どころがないです。だから、プラスこれを取れば、Ｒ０１で自分の給

料を出す分が少し減るのでちょっと楽になるという話があるわけですね。自分の給料をどうやって取ってく

るのっていうことで、大学にすごいプレッシャーをかけられているわけでしょう。日本だったら、ポスドク

だって、助手になったら、もうこれでオーケーと言っているわけだから、研究費が少なくたってどうってこ

とないわけです。これは自分の人件費だから、まさにサバイバルでね。大学でテニュアをくれたんだけど、

Ｋ０２でも取ってくると、また、自分の大学でもらっているお金を、少しほかの人に使えるわけじゃないで

すか。少し楽になるから、それでまた、ここで５年、息をつないでいるわけなので、いかに自分の自由にな

るお金を、大学からも含めて取ってくるかがすごく大事なんです。だから、かなり違うなと思います。 

 

○日本の中で、ここには、「さきがけ」のことが入ってないですね。「さきがけ」は、いま、名前はなくな

っているかもしれませんけれども、ちょうどいまのＫ０２ぐらいの感じか、そのあたりに来るんですね。こ

れを取った人というのは、私の知っている範囲では、半分以上は独立していっているんです。それは３年で

すけれども。その場合には、研究費と自分の給料を含めて、備品も入れて、ほぼ２，０００万近い額が入っ

ていたと思うんです。ですから、それがここで抜いてなければ、比べられるところも出てきたんではないか

なという気がします。 

 

○さきがけは抜いてあります。さきがけの位置づけはちょっと迷いまして、シニアポスドクあたりを対象に

しているのだとしたら、今回、例えば常勤の教員、若手の教員職についての比較をしたかったので、そうな
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ると少しカテゴリーが違うかなと思いまして、あえて抜きました。 

 

○自分がすぐれてくると、石坂先生のような方でさえも、例えばアメリカンハートアソシエーションのエス

タブリッシュインベスティゲーターにアプライするわけです。取れると、自分が大学でもらっている分がま

た余分に、いろんなところに使えるので、どうなっていても、常に取れるような努力をしているわけですよ

ね。日本はそれがないから、給料を大学の中でシャッフルできませんから、ＮＩＨですごい偉い人が、エス

タブリッシュインベスティゲーターとかいろんなものをもらっていますよね。そういうことを常にしてない

と、自分の給料だけで何もなくなってしまうので、そのへんが基本的に違うなと。それから、日本とアメリ

カが人口が２対１だとすると、やたらと日本は教授も多いなという気もしないこともないんだけど。だから、

研究費の１件当たりの年額といっても、これが自分のサバイバルの基本だから、Ph.D で二つＲＯが取れなか

ったらアウトですよね。給料が出なくなっちゃうから、そのへんが大変なんじゃないかなと。 

 

○井村座長 

日米比較をいろいろやっていただいたんですが、じゃ、日本はどうしたらいいのかというあたりを、いま

まで、３７歳とか３５歳とか、暦の年齢で若手を切ってきた。あるいは助手、講師はいいということになる

と、６０歳ぐらいの人がもらっている。６０の助手にお金を出す値打ちがあるかどうか非常に問題なわけで

すね。だから、どうするのがいいのか。テニュアトラックをキチッとつくっていくことは非常に大事なこと

だろうと思うんですが、そういうことも含めて、もうちょっとご意見をいただければと思います。 

 

○こういうアカデミアの世界で、テニュアという一つのゴールをめざしていくサクセスストーリーを、いか

に、いい競争環境でつくるかというのは非常によくわかるんですね。問題は、この競争に参加する母集団か

ら、競争に、少なくとも、そういう一つの人生のターゲットに失敗した人たちがどういう形でうまく社会に

おさまっていくか、ここの仕組みがうまくやっていないと、いい競争の母集団ができないはずなんですね。

そのへんの問題で、日本とアメリカの違いを何かお感じになられたら教えていただきたいと思います。 

 

○おっしゃるとおりに、アメリカにおいて、例えばテニュア審査で、テニュアトラックの更新が行なわれな

かった人間はどうするかといいますと、その場合は、別の大学のテニュアトラックにまたアプライします。

そこでさらに６年間やってテニュアを取るということをするのですが、大学のレベルが高い、もしくは、自

分がやりたいと思う何かの意向に大学が合わない場合もあるんですね。そうすると、自分のライフスタイル

なり、自分の考えなりに合う大学を探すということを、アメリカの人はしています。ただ、日本との違いと

いうのは、日本はわりと画一的な環境と、大学が非常に画一的で、あまり差がないんですね。そうなってし

まうと、もし日本にテニュアトラックを入れた場合に、別のテニュアトラックを選ぶようにするかというと、

そこでまたできなくなる可能性があると思います。もう一つですが、キャリアパスとして、アカデミックか

ら離れていろいろな場所に行くPh.Dを持った人間というのはたくさんいます。さらに受け皿というのも非常

に大きいです。また、そういう方のための人材バンクのようなものが、ウェブサイトの中にたくさんありま

して、そのへんの議論が、まだ日本においてはされてないというところで、今後そういうサポートシスムを

つくっていかないと、テニュアトラックのような制度というのは根づいていかないと思います。 
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○いまのことですけれども、一つは、テニュアと言いますけれども、別に保障されているわけではないんで

すね。テニュアとはどういうものであるというのが書いてありますけれども、それを見ますと、大抵の大学

あるいは大抵の大きな研究機関では、自分でリサーチグラントを、自分の月給を取ってくるというのが必要

条件なんです。それができない人は、それが出来なくなったら、テニュアとは言いますけれども、そこには

いられないで、ほかのところに行かざるを得ないということになります。決して、テニュアというのは安全

な職業ではないんです。 

 

○井村座長 

おっしゃるとおりですね。ただ、テニュアというものが一つの目標になって、がんばって取るということ

はあるわけですね。 

 

○それはございます。もう一つは、先ほどおっしゃいましたけれども、有名な大学とか、例えばハーバード

でもジョンスホプキンスもそうですけれども、ガシャガシャたくさんリサーチグラントを取って、ほとんど

自分たちが取ってきたお金でやる、大学から来るお金は当てにしないというようなことを強いられるわけで

すね。ところが、そういうのは嫌だ、おれはもっと教育を一生懸命やりたいということになれば、ほかの大

学、地方の大学へ行けば、ほとんど給料は大学が払ってくれる、一生懸命教育をする、少しグラントを取っ

て悠々とやる、そのほうがいいという人だっているわけです。それもやっぱりテニュアには違いない。彼等

は本当に保証されています。ですから、その人の好みで、どちらにでも行けるわけですね。日本の場合だと、

１カ所から、ほかのところへ行くというのは非常にむずかしいんじゃないかと思うんですが。 

 

○常にアメリカと比べるのはいいんですが、アメリカは世界で一番コンペティティブで、わがままで、いい

やつはどんどん伸びるけど、大部分が伸びないという構造が、日本ではいいのかという話のほうがよっぽど

大事。どちらかというと、ヨーロッパ的に少しのんびりしたところもあってもいいんだけど、ケンブリッジ

の人と話しても、いまモデルトゥーなんて話があって、産学連携が強くなりすぎて、非常にイギリスの人は

心配しています。もうちょっとアカデミックなインディペンデンスとフリーダムと、昔のようなとは言わな

いけど、何でもアメリカ、アメリカと言われるのには非常に危機感を募らせていて、揺らぎとか、カオスの

セオリーとか、そういうことをやってる人が育たなくなってしまうのではないかということをすごく心配し

ているけど、アメリカは、いろんな価値観があって、多くの移民が来るから、おれは好きなことをやるぞっ

ていう人が必ずいて、そういう人が引きつける学生さんっているんですよ。だから、それぞれの大学が、そ

れぞれの個性で並列してやっていけるのがアメリカだけど、ヨーロッパ型をもうちょっとやらないと、日本

人がそんなアメリカに勝てるのか心配。むしろ、そんなことには目をつぶったほうがいいんじゃないかなと

いう感じがします。だから、もうちょっと、ヨーロッパはどうしてやってるのという価値観を入れたほうが

いいのではないでしょうか。アメリカでサバイブするというのは本当にしんどいことだと思います。 

 

○私はイギリスが長かったし、最近はかなりアメリカの制度も勉強をさせてもらったので、両者の良さも悪

さもある程度わかるんですが、やっぱり、価値観の多様性がない日本にそのまま外国の制度をもってくると

いうことに対して非常に危惧を感じているというのはそのとおりなんですね。ですから、一遍にやったら、

これはうまくいかないので、日本に合うところを持ってきて少しずつやっていかなきゃいけないんじゃない
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かなと思っています。日本だったら、いまの若者はあんまりチャレンジなことをやってくれないので、むし

ろ、全員、州立大学に行ってそこそこやったほうがいいよという若者が出てきちゃうんじゃないかなと。石

坂先生が思っておられるように、６０でも７０でもいいから、自分はグラントを取って全部をやろうなんて

いう人はごくごく一部になって、大体はそんなんじゃなくて、教育も研究もちょっとやってという安泰派が、

意外にいまの若い人は多くなってきていることを逆に心配しているんですね。だから、アメリカのものをそ

のまま持ってくると、社会制度から、国民感情からいろいろ違いがあって、もう少しヨーロッパのやり方も

学んでみる必要はあるのではないかなという気がしています。イギリスでは、給料がグラントから来るとい

うことは全くないわけですね。ですから、全く違ったシステムをとっている。しかし、イギリスも、いわゆ

るテニュア制度は廃止しました。ただ、過渡期措置としてこれまでもっているテニュアは取り上げるわけに

はいかないので、昇進するとテニュアを失っていくというシステムを、サッチャーのときに導入しました。

でも、結局、それはローリングテニュアアポイントメントみたいなもので、４～５年後に一応査定があって、

ヘッド・オブ・ディパートメントと交渉するということで、現実にはテニュア、ローリングテニュアと同じ

ようなことになっていて、よっぽど悪い人でなきゃ落ちないというシステムになっている。しかし、給料と

グランティングシステムというのは、アメリカとは非常に大きく違います。それでいながら、結構ノーベル

賞も出ていますので、アメリカだけがすべてではないと思います。 

 

○井村座長 

ドイツを１２月に見てきたんですが、ドイツはいま、ジュニアプロフェッサーという制度を導入しようと

しています。これは一種のテニュアトラックです。というのは、３０代の人で６年間、グラントをできるだ

けつけてやらせて、そこで教授に昇任できなければだめということなんですね。だから、ドイツはいままで

きわめてヒエラルキーの強い制度だったわけですが、いまそれを改革しようとしているわけです。だから、

確かにアメリカの制度をそのまま日本に持ってきてうまくいくとは思えません。というのは、グラントの総

額が全然違うので、すぐにまねすることはできないわけです。ただ、じゃ、いまのままでいいのかというと、

問題が非常にあるだろう。そこを何か、いい知恵を出していただけると非常にありがたいと思っているわけ

です。任期付きも、文部省は１０年ぐらい前に導入したけれども、２％ぐらいしか任期がついていないとい

うのが現状ですね。だから、一つはテニュア制度、テニュアの後はまた後として、ともかくテニュアを取る

まで、何とか任期つきが導入できるかできないか、そのへんが一つのポイントになるんじゃないかという気

がするんですけれども。 

 

○私が普段から、アメリカのいろんなルールを、とにかくあまりダイレクトに入れるのに非常に消極的なの

は、アメリカという国は、人に関して、お金もそうなんですけれども、アメリカ以外の国をバッファーに使

えるんですよね。それはものすごい、逆に言えば、いいところだけをアメリカに残すという基本的な能力を

持っていますよね。日本にはそれがないので、ある程度の閉鎖社会でも円滑に機能するようなシステムを組

まないと、社会的に問題だろうなと。ドクターの問題を議論すると、日本の場合、博士という言葉が少々き

つすぎて、もうちょっと軽やかなドクターでなくてはいけないので、そういう意味で言えば、大学院の後期

課程の教育というのは、ある意味では、ミッションも含めて、もうちょっとやわらかいものにして、いろん

な世界に軽々と行ける方たちの母集団をふやしていかないと、その作業と一緒に、このテニュアシステムを

どうつくるか、並行的に、ぜひお考えいただきたいと思います。 
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○もう一つ、非常に大きな違いは、日本の場合には定員がございます。ところが、アメリカの大学院は定員

がないわけです。取りたければいくらでも取ってしまうわけです。足りなければ建物をつくっても構わない

わけですから。従って、例えばアシスタントプロフェッサーでいて、こいつは出来るということになった

ら、自分たちのエバリューションだけじゃなく、外部の人の評価も入ってくるわけですけれども、アソシエ

ートプロフェッサーにするわけです。それはポジションが空いているからするんじゃなく、出来ればするわ

けですね。同じようなプリンシプルは、アソシエートプロフェッサーからプロフェッサーに行く場合にもな

り立っているわけですね。それで、数がどんどん増えるわけですけれども、そんなこと一向に構わないでや

っている。日本の場合のように、頭から定員が決まっている場合には事情が全然違いますから、アメリカと

同じシステムをとることは難しいと思います。 

 

○井村座長 

確かにおっしゃるとおりです。ただ、国立大学もあと１年で独立行政法人になります。非公務員型になる

んですね。そうすると、給料も大学で決められますし、定員も大学で決められるわけです。だから、そこで

いろんな選択肢が出てくると思うんですね。現状の制度をきちんと守って、教授何名、助教授何名という大

学もあるだろうし、給料制度を変えて、もっとたくさんふやしていくという選択肢も出てくると思うんです

ね。だから、現時点と、独立行政法人になってからと分けて考えていただく必要がある。 

 

○本当にそんなにたくさん取ることができますか。 

 

○井村座長 

それは給与制度をどうするかということで、次の議題で少し出てきまして、議論をしていただいてという

ことですね。 

ではちょうど話がそちらへ行きましたから次へ進ませていただきましょう。「研究者の給与の在り方につ

いて」ということです。では説明をお願いします。 

 

（事務局から資料３－１、３－２について説明） 

 

○井村座長 

 では、いまの資料及び論点メモについてご意見を伺いたいと思います。 

 

○先ほど人間をいくらでも増やすことは可能だろうとおっしゃいましたけれども、結局、大学の場合、教育

がございますから、教育に関する限りは大学が責任をとらなければならないと思います。競争的研究資金に

頼ってはいけないわけですね。ですから、例えばアメリカの場合、この人は３０％教育のために時間を使う。

あとの７０％は研究のためにやるということになりますと、７０％に関してはグラントを取りますけれども、

あとの３０％は大学がお金を出しているわけです。ですから、やたらにアプリケーションを出して、その人

のエフォートが７０％を超えるようなものを出しますと、学長のオフィスは、そいつを切ってきます。こう

いうことをしてもらっては困るという。要するに大学が非常にコントロールしているわけです。そういうコ
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ントロールがちゃんとできないと、外からお金が取れればいいやというのでやると、教育がだめになる危険

があると思います。アメリカの場合には教職員の数が多いですから、こういうことがやりやすいんですけれ

ども、それをそのまま日本に持ってきた場合には、大学の教育が非常に危険になる。教育に関しては、研究

資金に頼らないシステムを、ちゃんとディーンのオフィスがつくっておかないと危険だと思っております。 

 

○井村座長 

次回に話が出てきますが、基盤的経費というのがあるんですね。基盤的経費は現在、教育と研究のために

出しているということになっています。これを独立行政法人にするときにどう考えるのか。おっしゃるよう

に、教育の費用は、どの大学にも保証しないといけないわけですね。学生を取って、授業料まで取っている

わけですから、教育に関する基盤校費はこれだけというのはきちんと守らないといけないだろう。研究をや

るための基盤的なものですね、例えば動物センターが要ったり、アイソトープセンターが要るとか、図書館

が要るとか、いろんなことがありますから、それも一定の評価は必要かもしれないけれども、出していく必

要はあるだろう。残りが競争的資金ということになるだろうと思うんですね。非公務員型になりますと、産

学連携で、自分で企業を起こしたり、いろんなことができるようになります。当然、エフォートは大学が管

理しないといけないということになると思います。それから、競争的資金で、さっきちょっと言いましたよ

うないろんな問題が起こってきていまして、やはり競争的資金も機関管理にしないと、勝手にどこかからお

金を持ってきて勝手にやっているというのは非常に困ると思います。そうしますと、次にまた議論していた

だきますが、間接経費を使って人を雇って機関管理していく。そして、やはりディーンズ・オフィスが、各

教官がどのぐらい大学に来ていて、その時間をどう使っているかというところは基本的に把握していかない

といけないような仕組みに日本もなりつつあるんじゃないかと思っています。 

 

○経済学者なものですから、どういうふうに賃金、給与が決まるかというメカニズムに興味があって、そう

いう角度から申し上げたいと思います。米国における給与制度で、先ほど、ディーンが、各研究者と交渉、

契約を交わして決定されると書いてありましたけれども、これは石坂先生なんかの研究所等はどうかわかり

ませんが、私の経験する限り、スタンフォードのスクール・オブ・サイエンス・アンド・ヒューマニティ、

これは物理学とか含まれているところですが、そこでは、ディーンと大学教授の間に賃金の交渉が行なわれ

るなんてことは、普段はないわけです。毎年年末になると、ディーンから手紙をもらって、おまえの給料は

これだけになったという知らせを受けるわけです。これが契約になるわけで、それまでに、交渉をディーン

と一々するということでは決してないわけです。ただ、私はディーンになったことはありませんから、それ

がどういうクライテリアで決まっているのか知りませんけれども、当然、ペーパーのプロダクティビリティ

とか、博士号をどれだけ養成したかということは当然、ファクターになってくるわけですね。賃金の決定で

一番重要なメカニズムは、ほかの大学からオファーがあったというときなんです。すごいオファーが、例え

ばスタンフォードに居る学者にハーバードとかエールからオファーがあった。そうすると、そういう教授を

引きとめるために、カウンターオファーをする。そこで交渉が行なわれるわけです。そういう意味で、流動

性ということが絶対必要になってくるわけです。石坂先生は先ほど独立行政法人化の意味は、人数がどんど

ん増えるのかと質問されましたが、人数が増えるわけではなく、一番の核心は、先ほど井村先生がおっしゃ

ったように、給料あるいは契約の形態が、人事院で決めた給与法ではなく、自由に大学で決められるという

ことにあると思います。そうすると、各大学の方針に従って、例えばこの学科を強めたい、そのためには、
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この先生をとりたいということになると、給与が、いままでの給与法とかを離れてオファーができることで

初めて競争的なメカニズムが出てくるんだろうと思います。ですから、資料３－２で、競争的な給与システ

ムという観点から、業績を反映したインセンティブの部分の割合を４分の１にするとか書いてありますけれ

ども、一律に政策で決めるものではないので、これは各大学の競争においてだんだん決まってくるものです

し、どこが業績部分で、どこがティーチングなんかのスタンダードな規準がはっきりあるわけではないと思

います。実際問題として、アメリカでも、教育、特に大学院の、Ph.D を何人製造したかということが、給料

の査定ですごく重要に決まってくるわけですから、そういう意味で、パーセンテージで、この部分は業績

で、これは年功というようなものでもないんじゃないかなと思います。 

 

○確かにアメリカに長くいると、私なんか、医者もやっていたから、研究だけ、教育だけの人とまたちょっ

と違ったデューティをたくさんもっているからやたらと忙しいといえば忙しいんですけど、アメリカでも、

そういう非常にコンペティティブなシステムで勝ち残るというのはカウボーイみたいな人ばかりですから、

大体９割はだめになって、普通のところに行って、それなりのポジションにつくという話で、そういう機

会、プロの競技場を提供しているだけなわけですよ。そこに世界じゅうから、やる気のある若い人が出てき

て、上昇志向のある人が来て、一緒になって競り合っているから、いつまでたっても息が抜けないわけです

よね。だから、特にボストンみたいな非常にコンペティティブなスノビッシュなところは、人の足を引っ張

るような人がたくさんいますから、嫌だと言ってやめる人もいくらもいるわけです。そこで、いつまでも息

が抜けないんだけど、一方で、ジョージ・パラディみたいに、ノーベル賞を１９７４年にもらっているよう

な人が、スクリプスのディレクターで、８０歳過ぎてからサンディエゴに行って、９２歳でものすごいアク

ティブ、頭がすごいシャープだという人もいるわけで、そのチョイスが、自分のキャリアでどこへ行くのと

いう、かなり流動性があればいいけど、日本の場合、そうじゃなくて、東大なら東大がいいとみんな思って

いるから、一回東大に行くと絶対動かないじゃないですか。そういう価値観があるうちは全く無理ですよ。

肩書で人を評価しているんだから。そういう意味では、日本をアメリカ的にするのであれば、東洋にもマー

ケットを開いちゃって、旧帝国大学は、給料の保証は１割だけだ、教育なんかしなくてもいいから、全部研

究費でやってくれ、疲れたら、ほかの大学へ来てもいいよ、だけど、大したことがなかったらだれも取って

くれないというふうにしない限り変わらないですよ。アメリカのエリート校というのは、そういうところか

ら行けば行くほど、いつまでたったってプレッシャーで大変だから。 

 

○日本の若者にそういうチャレンジングな人が多ければいいんだけど、開いたら全部中国と韓国人ばかりに

なっちゃうんじゃないかとすごく心配するというのが、今の若者を見ている感想です。イギリスでいうと、

イギリスはデュアル・ファンディングシステムをとっていて、教育と研究を分けて、教育に対する費用は、

これは給与とは別の話で、教育に対しては、学生数に対して、国からお金が来る。研究に対しては全く別

で、いわゆるＲＡＥの結果によるものと、個人がリサーチカウンシルに応募するものがあります。そういう

システムになっているので、教育は守るということはやっています。だから、おっしゃるように、研究の競

争的環境がものすごくきついから、やめてもそれが幸せだという、そういう軸がなくちゃいけなくて、それ

を失敗だと思うのがまずい。いろんな価値観のある人がいるというソサエティじゃないと、みんなが不幸せ

になるんじゃないかと思うんですね。 
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○井村座長 

ただ、この間、聞いたんですけど、理研の神戸のセンターでは、京都大学の教授をやめて行くんですよ。

ほかの大学の教授をやめて、任期つきのポジションに来る人もあるようですね。だから、少しずつ時代は変

わりつつあるんじゃないか。 

 

○そういうドライブが生まれつきある人は、たぶん数％もいないと思うんですよ。いままではそういう人

が、生まれつきやる気まんまんだった人が、偏差値の高い大学に入るまでがんばったんですよ。それが日本

のソサエティをつくっていたんだけど、大学へ入ったら勉強しなくてよかったんだから。入ることが目的だ

ったわけで。向こうはそうじゃなくて、とにかくいい大学へ入ったら、またさらにがんばって、さらにいい

大学院へ、同じところへ行けないわけですから、そこでがんばって、また、そこでがんばって、よそのポス

ドクに行けるというのは、常にピアレビューされているから、ドライブがかかっている人がセレクションさ

れて、適当に自分があきらめる人が出てくる。そういうのはシステムじゃなくて、生まれつき、そういう人

は数％しかいなくて、それが伸ばせるようにするのを日本の国内でやるというのはかなり、国内だけのマー

ケットでやるのはきつい仕事じゃないかなと。そのときにアメリカみたいに開いたらどうなるかというの

は、中国に１０倍の人がいるし、といって、ヨーロッパ全体としては、コンペティティブな人は、やっぱり

アメリカに負けますよ。開いているから。それを、日本としてはどうするかという中長期的なミッションが

ものすごく大事だと思いますけどね。 

 

○どっちがタマゴで、どっちがニワトリでというような話になると思うんですけれども、なぜ日本ではおっ

しゃるように、最後は東大が終着点だとみんなが思っているようなカルチャーができたか。これは給与が同

じだからなんですね。給与表というのがあって。そうすると、給与以外のところで差がつかなきゃいけない

わけで、東大教授と、何とか大学教授の差がつくのは、単に伝統からくる評判みたいなものに過ぎないんで

すが、これは、例えば東海大学で、東京大学の教授の給与より５０％上げるから取ろうというようなことを

おやりになれば東大は必ずしも終着点でなくなる。そういう状況は、例えば国立大学であっても、独立行政

法人になって、そこの大学の経営陣ないしは指導陣が、革新的な考えを持っていれば、起こる可能性はある

と思います。また、さっきおっしゃっていた、若者が元気がないという話、確かにそれもあるけれども、優

秀な日本人の若手もいるわけです。そういう人には、若いときからテニュアを与えちゃうとか、給料を高く

出すということはあり得ていいわけで、私の友人で、去年、経済学でノーベル賞をもらったのは、大学院の

ときに考えていたことが、ノーベル賞の対象になっていたわけで、彼は２７歳で教授になっちゃったという

こともあるわけです。メカニズムさえ変えれば、日本人も変わってくるし、カルチャーも変わってくるんじ

ゃないかと思うので、あまり悲観する必要もないんじゃないかと。 

 

○井村座長 

もちろん難しい問題がいっぱいあるというのは、われわれもよくわかっているわけですけど、しかし、少

しでも変えていく方向を出していかないと、永久に変わらないだろう。いまの状態でよければ、それでいい

んですけど、それではやっぱりだめじゃないかと思うのが、多くの人たちの意見じゃないかと思うんです

ね。もちろん、アメリカのまねをするということをそのまま考えているわけではありませんし、ヨーロッパ

も一つのモデルになるのは間違いがないわけですけれども、その中で、日本的な新しいモデルをつくってい
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かないといけない。国立大学が独立行政法人になるわけですから、非常に大事なときなんですね。ある意味

では、新しいチャレンジができるときだろうという気がするんです。そういう意味で、ぜひいろいろなアド

バイスがいただけたらと思いますが。 

 

○いままで教育のことも言われましたけれども、いまでも研究志向の大学では、教育費が足りないんですよ

ね。だから、ひどいところでは、教授が取ってきた研究費の一部を、大学院の教育費に回してまでやってる

ぐらい、研究的な大学では教育費が減っている。逆の大学では、初めから教育費もかなりあるということが

あるので、そのへんのことは、将来の競争的資金その他を組まれるときに十分考慮してやっていただきた

い。もう一つは、競争的資金、プロジェクトの研究も全部入りますけれども、この中で、戦略的な中にも、

競争的資金もあり得るし、本当にプロジェクトオリエンテッドのタスクフォース型の研究もあると思うんで

すね。そういうときにどういう配りかたをして、それを受ける人は、日本の場合は、必ずしも、それが好き

で受けるんじゃなくて、自分が研究したいための基礎データを出そうという人と、そういうのは要らなくて、

本当に純粋な研究のところだけでいいという人とあるので、そのへんのこともどうやって、これから識別し

ながら組んでいくかというふうなことをかなりキチッと考えていただきたいと思います。 

 

○井村座長 

大変むずかしい方程式を解かないといけないことになってまいりましたけれども、今日いろいろご議論い

ただいたことをできるだけ参考にしながら、基本的には、研究費からお金が取り得る。もちろん研究費の額

によって違うし、いろいろですけど、そういう方向に持っていくということでよろしゅうございますか。 

 

○方向としてはよろしいかと思うんですけれども、現実に額を考えますと、日本の場合、アメリカの１０分

の１ぐらいなんですね。それで、同じような役割を果たせるかということがありまして、さっき井村先生も

おっしゃっていましたが、財務大臣は、競争的資金の倍増は難しいとおっしゃっているぐらいですので、こ

ういう額の中でどの程度役割を果たせるのかということを懸念しているんですけれども。 

 

○井村座長 

競争的資金の増加を見ながら考えていかないといけない問題だと思っています。次回、間接経費と、大学

の基盤的経費の問題についてご意見を伺いたいと思っていますが、今日のご意見は、それにも絡むわけです

ね。やはり研究費を増やしていかないといけない。じゃ、研究費を増やすのにどうすればいいのかというこ

とですが、やっぱり、一つは評価を的確にやることと、もう一つはいまの問題のあるシステムを改革してい

く、その二つしかないんじゃないか。そうしないと、いろんな不祥事件が起こってくる。これ以上増やして

も、変なことに使うだけじゃないかという意見が必ず出てくるわけで、そうならないような仕組みをつくっ

ていくという努力が、我々としては求められているんじゃないかと思っております。次回また、その点でご

議論をいただきたいと思っております。 

それから、いまちょっと触れましたように、競争的資金制度の評価というのが必要になってきております

が、いまの時点で、システムはまだ改革の途中でありますから、これをすぐに評価することはできないであ

ろう。とすると、二つぐらいに絞って評価をしていただこうかと思っています。それは、事前評価、事後評

価をどういう形でやっていくのかということと、どういうアウトカムがあったか。これは、基礎研究の場合
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に、アウトカムはきわめてむずかしいと思いますが、アウトカムだけでなくて、それがどういう効果をもた

らしたのかということも含めて、二つの問題について、まず各省で評価をしていただいて、その上で、総合

科学技術会議の評価専門調査会が、その評価をさらに評価する、そういう形をとりたいと考えております。

それから、さっきも申し上げましたように、総務大臣に、どうして２６のシステムがあるんだと言われたわ

けですけれども、それぞれ歴史的な経緯もあるし、それぞれの特徴もありますから、一概にそれを七つに減

らすのがいいということではありませんけれども、それぞれのシステムについて、ある程度ヒアリングをし

て、どういう状況になっているかというのを、われわれとしては知った上でシステム改革の提言をしないと

いけないだろうと考えております。大変お忙しい先生に申しわけないんですけれども、ご都合のつく限り、

ヒアリングをしていただけたらと思いますが、事務局から説明をしてください。 

 

（事務局から資料５、資料６について説明） 

 

○井村座長 

それでは、ご都合がつけば聞いていただいて、どうして２６の制度があるのか、それをどういうふうに、

これから変えていくのがいいのか、ご意見を伺いたいと思っております。 

本日の資料につきましては、資料２、参考資料３は別として、後は全部公表をさせていただくということ

にしたいと思います。それでは、次回もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

以上 


